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「青森市障害者計画（案）」に対する庁内意見について 
 
 

１ 意見照会期間 

平成 25年 4 月 30 日（火）から 5月 10 日（金）まで 
 

２ 提出された意見 

   ３部局から５件のご意見をいただきました。意見の内訳は次のとおりです。 

 

意見の内訳 反映 
記述・ 

整理済み 
実施段階 
検討 

反映 
困難 

その他 
対象 

事項外 
計 

各論 
第 2章に 
関する意見 

2      2 

各論 
第 3章に 
関する意見 

2      2 

各論 
第 4章に 
関する意見 

1      1 

計 5      5 

 
「反映」    ・・・記述の追加等意見の全部又は一部を反映させるもの 
「記述・整理済」・・・計画に記述しているもの、市の考え方が整理されているもの 
「実施段階検討」・・・計画の実施段階で検討するもの 
「反映困難」  ・・・反映が困難なもの 
「その他」   ・・・上記以外のもの 
「対象事項外」 ・・・施策の体系外への意見 

 
 
 

 ◆意見の概要と当部の考え方 

No 意見の内訳 ご意見の概要 考え方 反映状況 

１ 

第２章 障害

者の安心・安全

の確保【41 ペ

ージ】 

青森市地域福祉計画と表現をあわせるた

め、下記のとおり修正していただきたい。 

 

「青森市災害時要援護者避難支援プラン」

（平成 21年 12 月策定、平成 24 年 7 月改訂）

に基づき、町（内）会を単位とした避難支援

者や町（内）会関係者、民生委員・児童委員

などの地域関係者と連携し、災害時要援護者

に対する災害時の情報伝達、安否確認、避難

誘導などの支援体制の構築を図ります。避難

支援体制の充実を図ります。 

修正します。 

反映 
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No 意見の内訳 ご意見の概要 考え方 反映状況 

２ 

第２章 障害

者の安心・安全

の確保【41 ペ

ージ】 

平成２４年度に福祉避難所協定を締結した

ことにより、一般の避難所に福祉避難所とし

ての機能を整備する必要がなくなったため、

下記のとおり修正していただきたい。 

 

「東日本大震災を踏まえた防災対策強化推

進計画」に基づき、一般の避難所での福祉避

難所としての機能の整備や、社会福祉法人等

の施設設置者と連携協力しながら福祉避難所

の確保に努めていくほか、災害が発生した際

に開設できる体制を推進します。 

 

修正します。 

反映 

３ 

第３章障害者

の地域生活支

援の充実【45

ページ】 

「障害の原因となる疾病」と断定した言い

方は適切ではなく、あくまで障害の原因とな

りうるリスクの高い疾病等について予防する

という意味になるものと思う。予防と早期発

見・早期治療は意味が異なることから、早期

発見･早期治療のまえに「障害の」を追加する。 

修正案としては、下記のとおり。 

 

心身ともに健康で将来にわたって生き生きと

安心して暮らすことができるよう、乳幼児か

ら中高年齢まで継続的に、障害の原因となる

なりうる疾病等の適切な予防及び障害の早期

発見･や早期治療の推進を図る必要がありま

す。 

 

修正します。 

反映 

４ 

第３章障害者

の地域生活支

援の充実【47

ページ】 

個別及び集団で、特定健康診査や各種がん

検診を実施していることから、下記のとおり

修正していただきたい。 

 

各種健(検)診における受診勧奨や、個別健

(検)診や集団健(検)診などの実施により、障

害のある方にとって受診しやすい環境づくり

を推進するほか、乳幼児健診や、精神発達精

密健康診査、保健師による訪問指導などを通

じて、障害の原因となるなりうる疾病等の予

防及び障害の早期発見･や早期治療の推進を

図ります。 

修正します。 

反映 
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No 意見の内訳 ご意見の概要 考え方 反映状況 

５ 

第４章障害者

の自立した生

活の促進【53

ページ】 

４－２－１施策「雇用の場の確保の促進」

は、ノーマライゼーション理念に基づいて、

障害者が自立した生活を送ることができるよ

う、障害者の雇用の場を確保し、就労を支援

する施策であり、その主な取組みの一つ目で

は「障害者の雇用の場の確保」について記載

しており、二つ目について「障害者の就労の

促進」の内容で修正しました。 

その他、同じ語句の反復（関係機関）、同じ

意味の語句（助成制度＝障害のある方を新た

に雇用した企業に対する支援、就職面接会＝

企業と障害者とのマッチング）について修正

しました。 

修正案としては、下記のとおり。 

 

ノーマライゼーション理念に基づき、障害

のある方の就労を促進するため、労働局、公

共職業安定所などの関係機関と連携し、企業

に対するノーマライゼーション理念の普及啓

発企業と障害のある方とのマッチングを図る

ほか、広報紙や市ホームページなどを通じて、

助成制度や関係機関の窓口及び就職面接会の

開催障害者雇用に関する情報提供や相談・支

援制度等について周知に努めます。 

修正します。 

 

※「障害者」を「障

害のある方」へ修

正。 

反映 

 


